
きょうと生物多様性センター
交流オフィス

展示募集

きょうと生物多様性センター TEL 075-354-5275

詳細は裏面をご確認ください

京都府域を主たる活動の場として、
生物多様性の保全に資する活動を行っている方
（個人及び団体）

  ※ 今後、京都府域を主たる活動の場として、活動を予定されている個人・団体
    の方も対象です。

募集対象

きょうと生物多様性センターでは、京都の伝統・文化や暮らしを支えてきた
「京都の自然の恵み」を守り、次世代につないでいくため、生物多様性に関する
情報の収集・発信、地域や企業の保全活動の支援等を行っています。

生物多様性保全に取り組む個人・団体の交流をより一層促進するため、多様な
主体の保全活動を発信する場として、きょうと生物多様性センター交流オフィス
の展示スペースにおいて、保全活動に関する展示物の募集を行っています。

皆様の生物多様性保全活動を、多くの方々に知っていただく機会として、是非
ご活用ください。



応 募 要 領

募集内容

きょうと生物多様性センターの展示スペースにおける展示物について、以下のとおり、
募集します。

〇展示内容は、出展者の生物多様性の保全に資する活動に関するものに限ります。

〇活動の実施主体は問いません。（民間企業、大学等研究機関、保全団体等の団体
でも、個人でも構いません。）

〇掲載可能期間は、最大６０日です（展示物の搬入・搬出日を含む）。

〇観覧時間は、生物多様性センター交流オフィスの開館時間（平日の月・水・金曜日
13時～17時）に準じます。

展示スペース

展示可能なスペースは、以下のとおりです。

⑴約85cm×約163ｃｍのパネル【５枚】＜交流オフィス内＞
ポスターや模造紙等の貼り付けが可能です。

⑵ 45cm×180cmの長机【２つ】＜交流オフィス内＞
標本や模型等の物の設置が可能です。

⑶Ａ１サイズのイーゼル【２つ】＜左京区役所２階踊り場＞
Ａ１サイズのポスターの掲載が可能です。

⑷ショーケース（縦：約72cm、横：約72ｃｍ、高さ：約70cm）＜左京区役所１階入口＞
標本や模型等の物の設置が可能です。

⑸ディスプレイスペース＜京都府立植物園 植物園会館２階 本部オフィス壁面＞
バックパネル【４枚】：幅78㎝×140㎝（１枚あたり）

ポスター、パネルの設置が可能です。
ショーケース【１台】：幅180㎝×高さ84㎝３段標本や模型等の物の設置が可能です。

※ ⑶、⑷、⑸は、時期によって展示できないことがありますので、予め御了承ください。

出展者への支援

きょうと生物多様性センターでは、出展者の展示物及び活動内容の発信力を高めるため、
希望に応じて、以下の支援を実施しています。

⑴ホームページ等における展示物の広報

⑵出展者の活動に関する広報誌等の配架

⑶展示物の内容に関連したイベントの共同開催

⑷展示に使用するA1サイズポスターの出力（２枚まで）

※ 申請の際に希望の有無をご回答ください。
※ 支援の実施の可否については、 きょうと生物多様性センター運営協議会事務局において

協議のうえ決定します。
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申請後の流れ

申請方法

費用負担

〇 きょうと生物多様性センターにおける展示料は無料です。

〇 展示行為に係る費用（展示の作成、展示物の搬入・搬出、展示物の設置）は、
すべて出展者の負担となります。

〇「出展者への支援」に係る費用負担は、出展者ときょうと生物多様性センター
運営協議会事務局の協議により決定します。

「きょうと生物多様性センター展示申請書」（「きょうと生物多様性センター交流オ
フィスにおける展示募集に係る実施要綱」第１号様式）に必要事項を記載のうえ、
展示開始予定日の４５日前までに、以下の宛先に、郵送又はメールで送付いただくか、
窓口までご持参ください。

※ 応募に当たっては、「きょうと生物多様性センター交流オフィスにおける展示募集に
係る実施要綱」をよくご確認ください。

〇郵送
〒606-8511 
京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7番地2
生物多様性センター交流オフィス（京都市左京区役所内）

〇メール
contact@kyotobdc.jp

〇窓口（平日の月・水・金曜日 13時～17時）
京都市左京区役所２階 14窓口（京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7番地2）
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〇 展示の可否は、申請書の受理後１５日以内に、きょうと生物多様性センター運営
協議会事務局において決定し、その結果を申請者に通知します。

〇 展示物の搬入、搬出及び設置は、出展者により実施していただきます。

〇 展示期間終了後、展示場所の原状回復をお願いします。



展示のイメージ

展示スペース(1)及び(2)の設置イメージ 展示スペース(1)は裏面にも展示可能

展示スペース(3)の設置イメージ (3)は階段を上ってすぐの場所にも設置可能

展示スペース(4)の設置イメージ 展示スペース(4)の設置イメージ

展示スペース(5)バックパネル 展示スペース(5)ショーケース
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